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カリフォルニア州で新たに制定されたSenate Bill No.478（SB478）は、「ドリッププライシング」
（購入取引において、見出し価格で商品やサービスを宣伝するものの、その後に、支払が必要な料
金や手数料を追加する手法）を対象としている。これまで連邦政府は特定の業界のみを対象として
価格の透明性を向上させる取り組みを進めてきたが、SB478は、様々な商品やサービスに広く適用
されることになる。2024年7月1日のSB478施行後は、企業が最初から価格全体を明らかにしない
場合、多額の罰金を科される可能性がある。

この法律は、価格の透明性を向上させることを目的として、不公正な競争手法（unfair methods of
competition）、または、不正行為(deceptive practices)の類型としてドリッププライシングを追加
する形で、カリフォルニア州の消費者救済法（California’s Consumers Legal Remedies Act）を改正
したものである。SB478の起案者は、消費者にとっても競争にとってもメリットがあると主張して
いる。すなわち、この法律によって、消費者は、最初から商品やサービスの価格全体を知ることが
できるため、十分に情報を得た上で判断できることになる、としている。また、企業が価格設定の
透明性を確保することによって、これらの企業にとって公平な競争環境も確保されるとしている。

新法のもとでは、販売者は、商品やサービスを宣伝する際は、支払が必要になる全ての料金や手数
料を含む価格を表示することが義務付けられる。この表示価格には、税金、行政手数料や郵送料金
を含める必要はない。自動車メーカーや航空輸送業などの特定の規制業種については、この法律が
適用されない。食品宅配プラットフォーム業者がメニュー価格にサービス料を含めずに表示するこ
とが認められている点は、特筆される。

2024年7月からは、企業が最初から商品やサービスの価格全体を表示しない場合、罰金を科される
可能性がある。消費者には、実損害（actual damages）、懲罰的損害 (punitive damages) 、弁護士
費用、衡平法上の救済 (equitable relief）等についての法的救済が認められている。また、消費者が
高齢者や障がい者であれば、さらなる損害賠償を請求することができる。
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